
津和野町下水道条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年６月12日 

津和野町長 下森 博之   

津和野町規則第13号 

   津和野町下水道条例施行規則の一部を改正する規則 

津和野町下水道条例施行規則（平成17年津和野町規則第111号）の一部を次の

ように改正する。 

第16条第１項中「条例第18条」を「条例第19条」に改める。 

第17条第１項及び第19条第1項中「条例第20条」を「条例第21条」に改める。 

第21条中「条例第24条」を「条例第25条」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 


